
　「西条市への意見書」を利用して、まちづくりや市のいろいろな事業などに対しての

ご意見をお寄せください。

　回答を希望される場合は、必ず住所・氏名等をご記入ください。

　いただいたご意見等のうち「公開してもよい」の中から、氏名等を除いたうえ、公開

させていただくことがありますので、ご了承をお願いします。

<裏面に封筒の作り方を掲載しています>

該当する番号に○を

つけてください。

１．回答を希望する ２．回答を希望しない

２．公開を希望しない１．公開してもよい
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◆簡易封筒の作り方

○切り取り線に沿ってハサミ等で切り離してください。

○「谷折りの部分が内側」、「山折りの部分が外側」になるように折り曲げてください。

○のりしろ部分をのりづけして貼り付けてください。

◆以上で郵便封筒になりますので、切手を貼らずにそのまま投かんできます。

※料金受取人払の有効期限は平成29年３月31日までとなっていますので、それ以降につい

　ては切手が必要となります。

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

30
5

西
条
郵
便
局

（ 広 報 広 聴 課 扱 い ）
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